
新任理事の心構え

豊田秀一（相談員、マンション管理士、弁護士）

1



過去の基礎セミナー（令和３年実施分）
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過去の基礎セミナー（令和２年実施分）
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本講演のテーマ

「マンション管理は何か」という大きな枠組みをつかんでいただくこと

① マンションの現状や特徴

→いわゆる「２つの老い」に対応する必要性

→管理組合には「総合的な管理」が求められている

② マンション管理において中長期的な視点を持つことの重要性

③ 今まさに起きている問題への対応方法
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「２つの老い」

① マンションの高経年化

② 居住者等の高年齢化
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マンションの特徴
一軒家（一家族のみが利用） マンション（多数の住人の共同生活の場）
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マンションの適正な「管理」とは？

① 建物や設備の維持・修繕などの、物理的な管理

② マンションの資産価値の維持・向上を図るための管理

③ マンションの居住者に快適な生活環境を提供するための管理

総合的な管理が求められている。

7



マンションのライフサイクルモデル
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国土交通省 〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の
円滑化に関する法律の一部を改正する法律（令和２年法律第 号）（令和２年６月 日公布）

の概要から抜粋
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各ステージを意識したマンション管理

１つ目のステージ・・・「管理」のステージ

２つ目のステージ・・・「修繕・改良」のステージ

３つ目のステージ・・・「再生」（建替え又は敷地売却）のステージ

・どの時点で、何をしなければならないのかを意識する必要がある。

・中長期的な視点を持ったマンション管理を行うことが可能となる。
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マンションのライフサイクルモデル
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管理規約とは

＜区分所有法３０条１項＞

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

・管理規約の設定は法律上の義務ではないが、多くのマンションでは、マンションの良好な
維持管理のために、管理規約を設けている。

・管理規約は、「マンションの憲法」ともいわれており、管理組合の最高自治規範である。
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標準管理規約の目次（単棟型）
第１章 総則

第２章 専有部分等の範囲

第３章 敷地及び共用部分等の共有

第４章 用法

第５章 管理

第６章 管理組合

第７章 会計

第８章 雑則

第９章 附則
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標準管理規約の本文とコメントの一例
＜規約本文＞

（専有部分の用途）

第１２条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供して
はならない。

＜第１２条関係コメント＞

①住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがっ
て利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

②・・・・・・

13国土交通省 標準管理規約（単棟型）及び同コメント
（最終改正 令和 年 月 日国住マ第 号）から抜粋
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マンション管理に関わる関係者
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管理会社

近隣住民

工事業者

行政

不動産業者

自治会ライフライン業者



横浜市における
専門家や関係団体のネットワーク
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管理組合
マンション管理組合
サポートセンター

マンション
管理センター

横浜市

横浜市
住宅供給公社

住宅金融
支援機構

横浜マンション
管理組合ネットワーク

神奈川県
マンション管理士会



本講演のまとめ

「マンション管理は何か」という大きな枠組みをつかむ

① マンションの現状や特徴

→いわゆる「２つの老い」に対応する必要性

→管理組合には「総合的な管理」が求められている

② マンション管理において中長期的な視点を持つことの重要性

③ 今まさに起きている問題への対応方法

★ 一人で問題を抱えるのではなく、周囲に相談する
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